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業 務 請 負 契 約 書 

(案) 

 
「平成２６年度二酸化炭素貯留適地調査事業」に係る「山陰・九州北部海域の既存

２Ｄ探査デジタルデータの再処理、アナログデータのデジタイズとマイグレーショ

ン処理に関する業務」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 本 Ｃ Ｃ Ｓ 調 査 株 式 会 社 

 

 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
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業務請負契約書(案) 

 

 

 

日本 CCS 調査株式会社（以下「甲」という。）と＊＊＊＊＊＊＊＊（以下「乙」という。）と

は、甲が計画する「山陰・九州北部海域の既存２Ｄ探査デジタルデータの再処理、アナログデ

ータのデジタイズとマイグレーション処理に関する業務」（以下「本業務」という）に関し、

次の通り業務請負契約を締結する。 

 

 

 

1. 業 務 名 称  「平成２６年度二酸化炭素貯留適地調査事業」に係る「山陰・九州

北部海域の既存 2D探査デジタルデータの再処理、アナログデータ

のデジタイズとマイグレーション処理に関する業務」 

 

2. 業 務 内 容  本業務は、以下の 2つの項目からなり、詳細は、第 1条に定める。 

（１）２Ｄ探査デジタルデータ再処理 

（２）２Ｄ探査スタック断面図（フィルム原図）のデジタイズ及び

マイグレーション処理 

 

3. 業 務 期 間  平成 26年 10月 10日～平成 27年 1月 31日(予定) 

 

4. 業務請負代金 金＊＊＊,＊＊＊,＊＊＊円也（別途消費税等＊＊,＊＊＊円） 

※第２条の定めに従い、業務請負代金を乙に支払うものとする。 

 

5. 支 払 条 件  検収月の翌月末現金払いとする。但し、検収月が平成 27 年 3 月と

なった場合は、平成 27年 3月 31日までに支払うものとする。 
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（総 則） 

第 １ 条  本業務の実施は①本契約、②甲の「山陰・九州北部海域の既存 2D探査デジタル

データの再処理、アナログデータのデジタイズとマイグレーション処理に関する

業務仕様書」並びに③乙の「データ処理実施計画書」及び④技術確認打ち合わせ

議事録等（以下②③④の文書を総称して「仕様書」という。）の定めによるものと

する。尚、これらの文書相互間に齟齬が生じた場合は、①②④③の順に優先する

ものとする。 

 

2. 乙は、本契約及び仕様書並びに甲の指示に基づき、本業務を誠実に実施しなけれ

ばならない。 

 

（業務請負代金） 

第 ２ 条  甲は、乙が本業務を実施するために要する費用として、頭書第 4項に定める業務

請負代金を乙に支払う。 

 

2. 甲の指示に基づき、業務内容の追加、変更等があった場合は、頭書第 4項の業務

請負代金を別途協議の上、変更するものとする。 

 

（実施計画書の提出） 

第 ３ 条  乙は、本業務の契約締結後、２週間以内にデータ処理実施計画書を、甲に提出し、、

甲の承認を得なければならない。 

 

（成果品の納入及び検収） 

第 ４ 条  乙は、仕様書に定める成果品を期限に従い甲に提出し、甲の検査を受けなければ

ならない。甲は成果品受領後遅滞なく検査し、結果を乙に通知しなければならない。 

     

2. 前項の検査の結果、仕様書の定めに適合せず、甲より修正を要求されたときは、

乙は遅滞なくこれに応じ、甲の再検査を受けなければならない。 

 

3. 前各項の検査に合格したとき、乙は甲に該当する成果品を引渡すものとし、仕様

書に定める全ての成果品の引渡しを以って本業務の完了、検収とする。 

 

（契約の変更等） 

第 ５ 条  甲は、必要がある時は、本業務の内容変更もしくは一時中止、又は打切りを行う

ことができるものとする。 

  

2. 甲が本業務の打切りを行った場合において乙が損害を受けた時、甲は乙に対して

当該損害の賠償をするものとする。この場合の賠償額は甲、乙協議して定める。 
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3. 甲が本業務の内容変更もしくは一時中止を行った場合、それによる影響相当分、

業務期間が延長され、業務請負代金が変更されるものとする。 

 

（期間の延長） 

第 ６ 条  乙は、乙の責に帰することのできない事由、又はその他正当な事由により頭

書第３項に規定する業務期間内に業務完了する事ができないことが明白となっ

たときは、甲に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面により、業務期間

の延長を求めることができるものとする。この場合における延長日数は、当該

事由による影響相当分とする。 

 

2. 前項の場合、当該延長による影響相当分、業務請負代金が甲乙協議の上、変更さ

れるものとする。 

 

3. 乙は、乙の責に帰すべき事由により業務期間内に本業務を完了する事ができ

ない場合は、業務期間終了の翌日から起算して遅延１暦日につき頭書第４項に

規定する業務請負代金（検査に合格し、引渡し済みの成果品があるときは、そ

の成果品に相当する金額を除く）の 1,000分の 1相当額の遅延金を遅延に係る

損害賠償金として甲に支払うものとする。但し、遅延金の総額は、業務請負代

金の 10分の 1を上限とする。 

 

（第三者に対する損害の負担） 

第 ７ 条  乙は、本契約の現場調査に当たり、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を

及ぼしたときは、その賠償の責を負う。但し、乙の責に帰さない事由による場合は

この限りではない。 

尚、乙の負う賠償金額は１事故あたり見積金額相当額を上限とする。 

 

（請負者としての責任） 

第 ８ 条  乙は、本業務の実施に関し、必要なあらゆる法律、政令、規則等並びに甲の規則、

規定その他甲の指示する事項に従うものとし、万一これを遵守しないことによって

生ずるあらゆる責任、損害、求償、要求及び出費に関してはその性質の如何を問わ

ず、一切乙の責任と負担において処理し、甲および他のいかなる第三者にも累を及

ぼさないものとする。 

2. 乙は、甲より貸与された資料の引き渡しを受けた後、返却するまでの間、乙

が当該資料を管理する責任を負い、その取扱いには十分注意を払うこと。 

当該資料を故意または過失により毀損、紛失または破損した場合等は、甲に速

やかに報告を行い、場合によっては当該資料の購入または相当の代価の弁償を

行うものとする。 



契約 No.2014CCS020 

 

尚、弁償する対価については、資料所有者及び甲、乙協議の上、別途定めるも

のとする。 

 

 

（秘密の保持） 

第 ９ 条  乙（乙の管理下にある要員を含む。）は、本業務によって得た全ての情報及び本

業務の成果一切について秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾がない限り、一

切第三者に開示、漏洩してはならない。 

    2. 甲が貸与する資料について、その所有者が希望する場合は、別途、守秘義務契約

を締結するものとする。 

 

（権利義務の譲渡） 

第１０条  甲および乙は、本契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し又は担保

の目的とすることはできない。但し、文書による相手方の承認を得た時はこの限り

ではない。 

 

（協 議） 

第１１条  本契約に定めのない事項又は本契約条項の解釈について疑義が生じたときは、甲

乙協議の上これを決定するものとする。 

 

 

上記契約の証として本書２通を作成し、甲・乙両者記名捺印の上各１通を保有する。 

 

 

平成２６年１０月＊＊日 

 

 

 

 東京都千代田区丸の内一丁目７番１２号 

甲 日 本 C C S 調 査 株 式 会 社 

 代表取締役社長    石 井 正 一  

 

 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

乙 * * * * * * * * * * * * * * * *  

 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

  


